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平成２９年度行政評価結果について（対象：平成２８年度実施事業）の概要 

１ 行政評価の概要 

限られた財源の下で、持続可能なまちづくりを進めるため、市政運営を総合的にとらえる

マネジメントシステムとして、行政評価システムを平成２１年度から段階的に導入し、２３

年度から本格実施しています。この度は、第６次総合計画の開始年度となります２８年度

決算分について、新しい行政評価の基本方針に基づき評価を実施し、その結果を取りま

とめました。 

 

 

 

  

２ 平成２９年度行政評価の概要 

(１) 政策評価

ア 対 象：第６次高松市総合計画に定める全２１政策 

イ 評 価 者：市長

ウ 評価方法：下位の施策評価の平均得点率により評価

エ 評価結果一覧

<成果評価がＤ評価の政策> 

・基本的人権を尊重する社会の確立

行政評価は、総合計画の的確な進行管

理、施策や事業の優先化、重点化を図るた

めのツールとして、６つのまちづくりの目

標の下に構成される政策・施策・基本事

業・事務事業について評価を実施しまし

た。 

これまでは、施策及び事務事業の２階層

について評価を実施していましたが、本年

度からは、政策、基本事業を加えた４階層

全てについて、評価を実施しています。

目標

政策

施策

基本事業

事務事業

階層ごとに、評価を得点化し、その得点

率を右表の基準によりＡ～Ｄの４段階に

区分しています。 
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(２) 施策評価

ア 対 象：第６次高松市総合計画に定める全６０施策 

イ 評 価 者：各施策に置かれる評価担当局の局長

ウ 評価方法：成果指標（最大３指標）の達成度を得点化

エ 評価結果一覧

(３) 基本事業評価

ア 対  象：第６次高松市総合計画に基づく基本事業（１５３事業）のうち、 

下位の事務事業の全てが評価対象外であるものを除いた１２８事業 

イ 評 価 者：上位施策の評価担当局の局長

ウ 評価方法：下位の事務事業評価の平均得点率

エ 評価結果一覧

<総合評価がＤ評価の主な施策> 

・平和意識の普及・高揚

・生活衛生の向上

・河川・港湾の整備

<総合評価がＣ評価の施策> 

・健康づくりの推進

・消防救急の充実強化

目標

政策

施策

基本事業

事務事業

目標

政策

施策

基本事業

事務事業
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(４) 事務事業評価

ア 対 象：第６次高松市総合計画に基づく事務事業のうち、評価対象外事業を 

除いた全事務事業 

イ 評 価 者：事務事業を所管する局長

ウ 評価方法：成果指標（最大２指標）の達成度を得点化した客観的

評価と妥当性、有効性、効率性の各区分の主観的評価 

の合計得点率 

エ 評価結果一覧

オ 今後の方向性評価

目標

政策

施策

基本事業

事務事業
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３ 平成２９年度行政評価結果の総括 

(１) 総合評価結果について

政策評価では、全２１政策のうち２０政策（９５．２％）が比較的高評価のＡ・Ｂ評価

となった一方、「基本的人権を尊重する社会の確立」の１政策がＤ評価となりました。ま

た、施策評価では、全６０施策のうち５５施策（９１．７％）が比較的高評価のＡ・Ｂ評

価となった一方、「平和意識の普及・高揚」、「河川・港湾の整備」、「生活衛生の向上」の

３施策がＤ評価、「消防・救急の充実強化」、「健康づくりの推進」の２施策がＣ評価とな

りました。 

基本事業評価では、評価対象事業の９４．５％が比較的高評価のＡ・Ｂ評価となった一

方、５．５％がＣ・Ｄ評価となりました。また、事務事業評価では、評価対象事業の９２．

３％が比較的高評価のＡ・Ｂ評価となった一方、７．７％がＣ・Ｄ評価となりました。 

事務事業の今後の方向性評価については、評価対象事業のうち８７．２％が「拡充」・「継

続」、９．５％が「改善継続」・「縮小」となる一方で、３．３％が「統合」・「完了」・「廃

止」となっています。 

(２) 今後の取組について

各階層における客観的評価の実施により、第６次総合計画の進捗状況を的確に把握する

とともに、外部評価である市民満足度調査結果も踏まえながら、各施策がより効率的・効

果的に実施できるよう、施策・事業の優先順位や重点配分の決定、事務事業の改革・改善

等を含めた継続的な見直しに取り組んでいく必要があります。 

※ 行政評価結果報告書が必要な方

本市ホームページ（http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18503.html）からダウンロー

ド、又は、市民政策局政策課まで御連絡ください。 


